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第４章 施策の内容 
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基本方針Ⅰ あらゆる分野における女性の参画拡大 

重点テーマ １ 政策・方針決定の場への女性の参画推進 

施策の方向性(１)方針決定の場における女性の登用促進 

 

 

■活力ある経済・社会を創造していくためには、多様な人材の能力を活用するとともに、新た

な視点や発想を取り入れていくことが重要であり、あらゆる分野に対等に参画する環境をつ

くる必要があります。政治、経済などの分野における政策・方針決定過程への女性の参画は

進んでいるものの、女性の意見が十分に反映されているとは言い難い状況です（図表１）。 

図表１ 各分野における主な「指導的地位」に女性が占める割合〈参考〉 

資料：令和 3 年版男女共同参画白書 

 

■本市では女性の政策・方針決定過程への参画を促進するため、地方自治法に基づく審議会等

委員における女性の割合を令和３年度末までに 31％にすることを目標に掲げ、女性委員の

登用に取り組んできましたが、令和２年４月現在 25.3％となっています（図表２）。審議会

等への女性委員の選任については、これまで以上に積極的に取り組む必要があります。 

また、本市の女性職員の割合が令和２年４月現在で 32.3％に対し、係長相当職以上（副

主幹以上）の女性職員の割合は 27.6％のため、一層の推進が必要です。（図表 3・4） 

図表２ 審議会等委員における女性の割合の推移 

資料：まえばし Wind プラン 2014 平成 28～令和 2 年度実施状況報告 

 

 

政治 国会議員（衆議院） 9.9％ 

国会議員（参議院） 23.0％ 

行政 本省課室長相当職以上の国家公務員 5.9％ 

都道府県における本庁課長相当職以上の職員 12.2％ 

司法 裁判官 22.6％ 

弁護士 19.1％ 

雇用 民間企業（100 人以上）における管理職（部長相当職） 8.5％ 

民間企業（100 人以上）における管理職（課長相当職） 11.5％ 

教育 初等中等教育機関の教頭以上 21.8％ 

  実績値 

年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

審議会等における 

女性委員の割合 
25.0％ 25.5％ 26.6％ 26.0％ 25.3％ 

 現状と課題 
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図表３ 市職員における女性の割合の推移 

  実績値（4 月 1 日現在） 

年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

女性職員の割合 29.8% 30.4% 31.1% 31.9% 32.3% 

女性職員の人数 785 人 794 人 811 人 827 人 836 人 

全職員数 2,635 人 2,616 人 2,606 人 2,596 人 2,586 人 

  資料：前橋の市政概要（平成 28～令和２年度） 

図表４ 市管理職の女性比率の推移 

  実績値（4 月 1 日現在） 

年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

係長相当職以上 

（副主幹以上）の 

女性職員の割合 

22.6% 23.4% 25.1% 26.7% 27.6% 

係長相当職以上 

（副主幹以上）の 

女性職員の人数 

184 人 191 人 208 人 221 人 235 人 

係長相当職以上 

（副主幹以上）の 

職員数 

815 人 816 人 828 人 829 人 851 人 

   資料：職員課 

 

 

 

◇市の審議会等意思決定の場への女性の積極的な登用と、それを実現するための環境づくりを

進めます。 

◇市職員の男女共同参画への意識を高め、管理職への女性の登用を促進します。 

 具体的施策 内 容 指 標 
実績値 

R2 年度 

目標値 

R8 年度 
担 当 

１ 
審議会等への女性

の登用促進 

市の審議会等へ女性委員を

積極的に登用する働きかけを

行います。 

審議会等に

おける女性

委員の割合 

25.3% 
40%以上

60%以下 
行政管理課 

２ 
市における女性管

理職の登用促進 

市職員には、積極的に副主幹

への登用を希望するよう周知

します。 

学校においては、管理職適任

者へ積極的に選考考査を受検

するよう周知します。 

①係長相当職

以上（副主幹

以上）の女性

職員の割合 

②課長相当職

以上（副参事

以上）の女性

職員の割合 

①27.6% 

②10.1% 

①35％以上 

②13％以上 
職員課 

市立小・中・

特支・高・幼

における女

性管理職の

割合 

校長 16.7％ 

教頭 25.0％ 

校長 20.0％ 

教頭 27.0％ 
学校教育課 

 取組方針と具体的施策 
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施策の方向性(２) 女性リ－ダ－の発掘・育成・活用 

 

 

■市民意識調査では、「方針決定への女性の参画を進めるために大切なこと」の第１位は「職場

で男女平等の取組みを進める」（44.5％）、次いで「女性が各分野で活躍し、実績を上げる」

（40.0％）でした。女性が実績を上げるためにも、女性が活躍しやすい環境づくりに取り組

むことが必要です。 

図表５ 女性の社会参画で大切なこと 

  資料：市民意識調査（令和２年度） 

 

 

◇リーダーとなる女性が育成される環境づくりを推進します。 

 具体的施策 内 容 指 標 
実績値 

R2 年度 

目標値 

R8 年度 
担 当 

３ 

女性の人材育成と

参画拡大に向けた

情報提供 

女性の参加意欲の向上を図

るための意識啓発を行い、女性

リーダーの活躍の場を提供し

ます。 

情報提供回

数 
4 回 5 回 

男女共同
参画セン
ター 

 現状と課題 

25.9%

40.0%

12.5%

30.0%

29.0%

44.5%

35.0%

18.7%

2.1%

14.5%

24.9%

40.4%

12.1%

28.8%

26.8%

43.8%

35.2%

13.3%

2.4%

15.1%

27.7%

39.8%

13.2%

32.3%

32.7%

45.9%

34.4%

27.1%

1.7%

13.4%

全体

<n=1181>

女性

<n=708>

男性

<n=462>

女性議員を増やす

女性が各分野で活躍し、実績を上げる

女性団体が積極的に活動する

国・県・市町村など行政の審議会などに女性を増やす

企業・官公庁で女性管理職を登用する

職場で男女平等の取組みを進める

男女雇用機会均等法などの男女平等のための法律や

制度を充実する

自治会や地域の諸団体の長・役員に女性を増やす

その他

わからない

 取組方針と具体的施策 
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重点テーマ ２ 男女が生き生きと働ける環境の向上 

施策の方向性(３)職場における男女共同参画の推進 

 

 

■市民意識調査では、「職場」で男女が平等であるとの回答は 24.0％にとどまり、「男性優遇」

が 56.0％と半数を超え、職場においては男性優遇の意識が根強いことがわかりました。 

どのようなところに男女の差があるかを質問したところ、「男性と女性で違いはない」が

43.2％と最多でしたが、前回調査からは 1.1 ポイント下がりました。（図表６）。性別で見

ると、女性が上回る項目は「ハラスメント（セクシュアル、マタニティ、パタニティなど）

を受けた経験がある」で、男性より 12.3 ポイント多くなっています。また、男性が上回る

のは「育児休業を取得できない。または取得しにくい」で、女性より 7.4 ポイント多くなっ

ており、職場での課題を表しています。 

図表６ 職場での男女差について（現在働いている人への質問） 

  資料：市民意識調査（令和 2 年度） 

 

 現状と課題 

24.5%

28.9%

14.3%

21.8%

30.7%

20.0%

31.1%

17.4%

25.1%

14.6%

12.2%

20.8%

13.3%

43.2%

3.4%

34.1%

37.7%

19.7%

28.9%

42.5%

34.2%

11.3%

33.7%

25.9%

23.4%

26.4%

19.2%

42.1%

2.5%

22.9%

27.7%

13.1%

22.7%

30.5%

16.7%

32.0%

22.9%

25.8%

16.5%

11.5%

20.0%

12.6%

42.5%

3.8%

34.5%

39.1%

17.0%

31.3%

46.3%

33.9%

17.5%

36.2%

29.9%

25.3%

25.3%

19.5%

40.2%

2.3%

26.5%

30.6%

15.9%

20.9%

30.9%

24.1%

29.7%

10.6%

24.1%

12.4%

12.9%

21.8%

14.1%

43.8%

2.9%

33.5%

36.2%

22.2%

26.2%

38.5%

34.4%

4.7%

30.9%

21.6%

27.4%

27.4%

18.7%

43.7%

2.6%

全体

<n=760>

前回調査

<n=692>

今回女性

<n=340>

前回女性

<n=348>

今回男性

<n=340>

前回男性

<n=343>

賃金に男女差がある

昇進、昇格に男女差がある

男性の能力を正当に評価しない

女性の能力を正当に評価しない

女性は補助的業務や雑務が多い

育児休業を取得できない、または取得しにくい

有給休暇を取得できない、または取得しにくい

ハラスメント（セクシュアル、マタニティ、パタニティ

など）を受けた経験がある

結婚や出産すると働き続けにくい雰囲気がある

ハラスメント防止のための規定や相談窓口がない

女性は定年まで働き続けにくい雰囲気がある

希望の職種につく機会に男女差がある

教育や研修を受ける機会に男女差がある

男性と女性で違いはない

その他
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■市民意識調査では、男性の育児休業・介護休業の取得について、女性、男性ともに「賛成」

が最も高く、「どちらかといえば賛成」を合わせると 8 割を超えます。男性の育児・介護へ

の参画に必要なことについて、女性は「育児休業を容認する職場の体制と意識づくり」の

68.9％が最も高く、次いで「長時間労働の改善など、働き方の改革」が 63.0％となってい

ます。男性は「長時間労働の改善など、働き方の改革」の 68.0％が最も高く、次いで「育

児休業を容認する職場の体制と意識づくり」が 66.9％となっています。（図表７） 

 

図表７ 男性の育児・介護への参画に必要なこと 

資料：市民意識調査（令和 2 年度） 

 

 

◇職場における男女共同参画の推進を図ります。 

◇様々な分野における男女間の格差やニーズの違いを把握し、市の施策の企画・立案、実施、

評価の各段階で男女共同参画社会を実現するための視点の浸透を図ります。 

 具体的施策 内 容 指 標 
実績値 

R2 年度 

目標値 

R8 年度 
担 当 

４ 
公共調達における

評価等 

市の入札に参加を希望する

業者の男女共同参画に対する

取組を評価します。 

(評価等の)

実施 
実施 実施 契約監理課 

５ 

男女共同参画の視

点に立った職員の

配置 

市の組織において男女共同

参画の視点に立った職員の配

置を行います。 

個人の能力

に応じた職

域配置 

適材適所の

配置を原則

に、職域の

拡大を推進

した 

実施 職員課 

 取組方針と具体的施策 

68.9%

63.0%

60.9%

54.7%

18.6%

3.8%

1.6%

66.9%

68.0%

46.8%

48.1%

19.0%

6.5%

3.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

育児休業を容認する職場の体制と意識づくり

長時間労働の改善など、働き方の改革

男性に対する育児・介護への関心を高める意識啓発

男性が参加することへの社会的評価の向上

さまざまな分野での女性リーダー登用などの女性活躍推進

わからない

その他

女性

<n=708>

男性

<n=462>

育児休業を容認する職場の体制と意識づくり

長時間労働の改善など、働き方の改革

男性に対する育児・介護への関心を高める意識啓発

男性が参加することへの社会的評価の向上

さまざまな分野での女性リーダー登用などの

女性活躍推進

わからない

その他
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 具体的施策 内 容 指 標 
実績値 

R2 年度 

目標値 

R8 年度 
担 当 

６ 職員研修の実施 

市職員への男女共同参画に

関する研修を行います。 

職員研修の

実施回数 
4 回 ２回以上 職員課 

男女共同参画に関する意識

向上のため、市職員を対象に研

修を行います。 

職員研修の

実施回数 
2 回 3 回 

男女共同
参画セン
ター 

７ 

男性の育児参加の

ための休暇の取得

促進 

各種制度の周知を図り、男性

職員の育児参加のための休暇

の取得を促進します。 

休暇の取得

率 
31.2％ 90％ 職員課 

８ 

各種ハラスメント

の防止に向けた周

知・啓発 

セクシュアル・ハラスメン

ト、マタニティ・ハラスメント、

パタニティ・ハラスメント、Ｓ

ＯＧＩ・ハラスメントなどの各

種ハラスメント防止について

周知を図るとともに、相談窓口

の案内・周知を行います。 

各種ハラス

メント防止

に向けた情

報提供回数 

セクシュア

ル・ハラスメ

ント防止に

向けた情報

提供と相談

窓口の周知

回数 1３回 

15 回 
男女共同

参画セン
ター 

※№6「職員研修の実施」の上段は、職員課が担当する階層別職員研修等の中に男女共同参画の講義を設け
るもの。下段は、男女共同参画センター主催により、各所属に職員受講を呼びかけ、社会情勢に応じたテー
マで男女共同参画に関する職員研修を開催するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「マタニティ・ハラスメント」 

妊娠・出産・育児休業等を理由として嫌がらせをされることなどを指す。事業主による不利益取扱いは、男女雇用機会

均等法、育児・介護休業法において既に禁止されている。 

「パタニティ・ハラスメント」 

育児参加を希望する男性へのハラスメント。育児のために休暇や時短勤務の取得を希望する男性社員に対して、職場の

上司や同僚がその制度を受けるのを妨害するようないやがらせ行為や育児のために休暇や時短勤務を希望する男性社員

に対してのいやがらせ行為のことを指す。 

「ＳＯＧＩ・ハラスメント」 

ＳＯＧＩとは、性的指向（Sexual Orientation）と性自認（Gender Identity）の頭文字を取った用語。 

性的指向は、恋愛・性愛の対象がどのような性に向いているか、あるいは向いていないかを示し、性自認は、自分の性

別をどのように認識しているのか示す。このような、性的指向、性自認に関して行われる嫌がらせや差別的言動等をＳＯ

ＧＩ・ハラスメントという。 
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施策の方向性(４) 職場における活躍のための支援 

 

 

■本市の女性の労働力率について、近年 20 歳代後半以降の女性の労働力率は増加しており、

Ｍ字の底が浅くなっています。また、有配偶女性の労働力率を同様に比べると、全体に労働

力率が増加しました。 

一般的に女性が職業を持つことについて、市民意識調査では「そもそも働き方を男女で分

けて考える必要はない」との回答が最も多くなっており、次いで「子どもができたら仕事を

やめ、成長したら再び働くことがよい」となっています。「子どもができてもずっと働き続け

るほうがよい」は女性が男性を上回ります。（図表８） 

人口減少時代に入り、社会経済的にみても労働力確保が求められ、女性の就業継続、再就

職や起業が実現できる環境整備が必要となっています。 

 平成 27（2015）年には「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が制定さ

れ、国、地方公共団体及び事業主の責務が明らかにされるとともに、女性の職業生活に関す

る機会の積極的な提供などが求められています。 

 

図表８ 女性が働くことについて 

 資料：市民意識調査（令和 2 年度） 

 

 

◇職業能力の開発・向上に主体的に取り組むことができるよう、各種講座の開催や情報提供等

を行うとともに、起業や再就職をはじめ、新たな分野やさらなる活躍に向けたチャレンジを

支援します。 

  

 

 取組方針と具体的施策 

 現状と課題 

0.4%

0.4%

0.4%

2.3%

1.5%

3.2%

3.3%

2.8%

4.0%

19.3%

20.8%

17.6%

21.3%

22.0%

20.6%

36.9%

34.9%

40.1%

3.1%

3.2%

3.0%

5.5%

6.1%

4.2%

7.8%

8.2%

6.8%

全体

<n=1181>

女性

<n=708>

男性

<n=462>

女性は働か

ないほうが

よい

結婚するま

では働くほ

うがよい

子どもがで

きるまでは

働くほうが

よい

子どもがで

きてもずっ

と働き続け

るほうがよ

い

子どもがで

きたら仕事

をやめ、成

長したら再

び働くこと

がよい

そもそも働

き方を男女

で分けて考

える必要は

ない

その他 わからない 無回答
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 具体的施策 内 容 指 標 
実績値 

R2 年度 

目標値 

R8 年度 
担 当 

９ 再就職支援 

就労に必要な知識や技能を

取得するためにパソコン講座

等を開催します。 

ジョブセン

ターまえば

しの就職決

定者数 

462 人 600 人 産業政策課 

10 
女性活躍を推進す

るための支援 

国の女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する法律（女

性活躍推進法）を受け、「まえ

ばし女性活躍推進計画」を策定

し、産業振興に係る取り組みと

併せて女性の活躍推進の取り

組みを行います。 

女性活躍推

進のための

セミナー等

の開催回数 

1 回 3 回 産業政策課 

11 
仕事と家庭の両立

のための環境整備 

育児・介護をしながらでも就

業できるような支援や、ワー

ク・ライフ・バランスの推進に

より、女性を含めたすべての人

が働きやすい環境を整備して

いきます。 

両立支援の

ための情報

提供回数 

1 回 5 回 産業政策課 
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施策の方向性(５) 農業・観光分野への男女共同参画の推進 

 

■国の農林水産業を再生させるためには、地域ビジネスの展開や新産業の創出を図る「6 次産

業化」を推進することが必要であるといわれています。そのためには、消費者のニーズや食

の安全に関心が高く、農林水産物の加工、販売等の起業活動などで活躍の場を広げ、地域社

会の維持・振興に貢献している女性の参画が不可欠であり、さらなる女性の参画推進が望ま

れています。 

農林水産業や商工業等で自営業に従事する女性が実質的な担い手として十分に評価され

るよう、就業条件の整備や男女のパートナーシップの確立について働きかけていくことはも

ちろんのこと、地域ビジネスの展開や新産業の創出を図ることが必要です。 

■本市は、赤城山の自然や歴史・文化など地域固有の魅力ある観光資源を有し、また、全国有

数の豚肉産出地でもあります。観光関係の業者等が設立した「ようこそまえばしを進める会」

を中心に「TONTON のまちまえばし」が進められ、市としてもその活動を支援しています

が、今後は女性の積極的な参加が一層求められます。 

 

                   

 

◇農業に従事する女性や観光分野に関わる女性が、やりがいをもって能力と個性を発揮できる

環境を整えます。 

 具体的施策 内 容 指 標 
実績値 

R2 年度 

目標値 

R8 年度 
担 当 

12 
家族経営協定の促

進 

農業に従事する女性の地位

向上や世帯員各個人の意欲増

進を図るために家族経営協定

の促進を図ります。 

家族経営協

定締結割合 

28.6％ 

363 戸 

33.5% 

425 戸 

農業委員
会事務局 

13 
農村女性活動の活

性化支援 

女性農業団体との意見交換

会や積極的な情報発信を行う

など、女性団体のネットワーク

化について支援していきます。 

意見交換会

等の回数 
3 回 6 回 農政課 

14 
農業起業家への支

援 

女性の社会参画に向けた啓

発や農林水産物の加工等によ

る起業について支援を行いま

す。 

販売促進イ

ベントや研

修会、補助

事業等での

女性の参画

機会提供数 

5 回 10 回 農政課 

15 
観光分野における

男女共同参画 

新しい観光都市としての前

橋づくりに取り組み、観光サー

ビスを提供していく「ようこそ

まえばしを進める会」への女性

の参画を促進します。 

ワーキング

グループの

女性の参加

率 

40.0％ 45.0％ 観光政策課 

 取組方針と具体的施策 

 現状と課題 
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重点テーマ ３ 女性等に対するあらゆる暴力の根絶 

施策の方向性(６)配偶者等からの暴力の防止・被害者の保護・自立支援 

（前橋市ＤＶ防止基本計画） 

 

 

■市民意識調査の結果、配偶者や交際相手などからの暴力被害の経験について、「命の危険を

感じるくらいの身体的暴力（なぐる、けるなど）」を受けたことがあると回答した女性の割合

は、8.0％でした。また、すべての項目で、男性より女性の被害経験の割合が多く（図表９）、

配偶者や交際相手などからの暴力は女性の被害が圧倒的に多いことがわかります。 

図表９ 配偶者や交際相手などからの暴力被害の経験 

 

 

資料：市民意識調査（令和２年） 
 
 
 

■暴力を受けた時の相談については、「相談した」が女性 22.4％、男性 9.5％にとどまり、多

くの人が被害にあっても相談しておらず、相談先は「家族・親族」や「友人・知人」が圧倒

的に多くなっています。相談先は「警察」「学校」「公的機関」と続きますが、公的機関に相

談する人は少ないことがわかります。相談しなかった理由について、「相談しても無駄だと

基本方針Ⅱ 安全・安心な暮らしの実現 

 現状と課題 

11.4%

4.9%

3.8%

4.5%

3.8%

2.4%

0.8%

15.4%

7.1%

7.9%

5.8%

4.5%

5.6%

4.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

精神的暴力

経済的暴力

医師の治療を必要とし

ないくらいの身体的暴

力

性的暴力

子どもを利用した

暴力

命の危険を感じる

くらいの身体的暴力

医師の治療を必要とす

るくらいの身体的暴力

12.0%

11.7%

10.3%

8.3%

8.0%

4.8%

女性

n=237

2.6%

0.6%

0.9%

0.6%

10.4%

2.6%

3.2%

0.6%

3.0%

1.1%

0.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

何度もあった

１，２度あった

精神的暴力

経済的暴力

医師の治療を必要とし

ないくらいの身体的暴

力

性的暴力

子どもを利用した

暴力

命の危険を感じるくら

いの身体的暴力

医師の治療を必要とす

るくらいの身体的暴力

13.0%

3.2%

4.1%

0.6%

3.6%

1.1%

0.9%

男性

n=74

26.8% 
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思ったから」「相談するほどのことではないと思ったから」「自分さえ我慢すれば、何とかや

っていけると思ったから」という回答が多くなっています（図表 10）。 

 このように被害者が相談しないのは、配偶者や交際相手などからの暴力が重大な人権侵害

であるという意識が低いことや、被害者の無力感、自己否定感が要因と考えられます。 

また、公的機関等へ相談したという回答が少ないことや、相談しなかった理由として「ど

こに相談してよいかわからなかったから」との回答がみられることから、相談機関について

のさらなる周知が必要です。 

 

図表 10 暴力を受けた時の相談状況・相談先･相談しなかった理由 

 
 

資料：市民意識調査（令和２年度） 

22.4%

9.5%

54.4%

64.9%

23.2%

25.7%

女性

<n=237>

男性

<n=74>

相談した 相談しなかった（できなかった） 無回答

62.3%

60.4%

18.9%

11.3%

9.4%

3.8%

3.8%

1.9%

0.0%

0.0%

57.1%

57.0%

14.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

14.3%

14.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

家族・親族

友人・知人

警察

医療関係者（医師・看護師等）

【公的機関】群馬県女性相談センター

学校関係者（教員・養護教員等）

その他

【公的機関】その他

【公的機関】前橋市配偶者暴力相談支

援センター

民間の機関

女性 男性

43.4%

41.1%

39.5%

35.7%

22.5%

19.4%

17.8%

10.9%

10.1%

9.3%

4.7%

25.0%

45.8%

22.9%

10.4%

27.1%

4.2%

10.4%

12.5%

2.1%

0.0%

2.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

相談しても無駄だと思った

相談するほどの事ではないと思った

自分さえ我慢すれば、何とかやって

いけると思った

人に知られたくなかった

自分にも悪いところがあると思った

相談することによって自分が不快な

思いをすると思った

他人を巻き込みたくなかった

どこに相談してよいかわからなかっ

た

相談したことがわかると仕返しをさ

れると思った

被害を受けたことを忘れたかった

その他

女性 男性

【相談先】 【相談しなかった理由】 
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■市では、平成 29（2017）年４月 1 日から「前橋市配偶者暴力相談支援センター」を設置

し、DV に関する相談・支援体制の強化を図っています。相談件数は年々増加し、内容も複

雑化しています（図表 11）。近年、DV と児童虐待との関連性も強く指摘されており、関係

機関と連携した対策が求められます。 

図表 11 相談件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：男女共同参画センター 

 

図表 12 児童虐待件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子育て支援課 
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201 208 213

392 397 409

556
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（件） 
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◇配偶者等からの暴力防止に向けて、情報提供、教育、被害者の安全確保、相談体制や自立支

援など総合的な支援に取り組んでいきます。 
 

 具体的施策 内 容 指 標 
実績値 

R2 年度 

目標値 

R8 年度 
担 当 

16 
ＤＶ相談窓口の 

周知 

DV 防止に関する情報提供

を行います。 

Ｄ Ｖ 相 談 

窓口の周知

回数 

相談カード

配布枚数 

2,200 枚 

14 回 
男女共同
参画セン
ター 

17 

ＤＶ等に関する 

相談･支援体制の

充実 

適切な対応が図れる相談体

制の充実を図るとともに、相談

員の資質の向上に努めます。 

相談員研修

受講回数 
17 回 18 回 

男女共同
参画セン
ター 

18 

ＤＶ被害者支援 

関係機関との連携

強化 

各分野にわたる関係機関で

認識や情報を共有し、適切な支

援ができるよう連携体制を強

化します。 

関係機関の

会議での情

報共有回数 

3 回 ４回以上 
男女共同

参画セン
ター 

19 
デートＤＶ防止 

対策 

デートＤＶ防止に関する情

報提供及び防止に向けた働き

かけを行います。 

デート DV

に関する理

解度 

（受講者アン

ケート結果） 

 

R2 未実施 

R1 97％ 

 

98％以上 
男女共同
参画セン

ター 

20 

ＤＶに関する各種

施策と児童虐待 

防止対策との連携

強化 

令和元年６月にＤＶ防止法

の一部改正を含む「児童虐待防

止対策の強化を図るための児

童福祉法等の一部を改正する

法律」が公布されたことに伴

い、児童虐待防止対策との一層

の連携強化を図ります。 

児童虐待防

止関係部署

との情報共

有回数 

12 回 13 回以上 
男女共同

参画セン
ター 

 

 

 

 

 

 

 

 取組方針と具体的施策 
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施策の方向性(７) 女性等に対する暴力の根絶 

 

 

■女性等に対する暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、男女がお互いの尊

厳を重んじ、対等な関係づくりを進める男女共同参画社会の形成を大きく阻害するものです。

暴力の背景には、社会における男女が置かれた状況の違いや根深い偏見等が存在しており、

女性等に対する暴力の根絶には、社会における男女間の格差是正や意識改革が欠かせません。 

市民意識調査では、女性の人権が尊重されていないと感じることは、男女とも「職場にお

ける待遇（採用・昇格・昇進・賃金など）の男女格差」が最も多くなっています。女性に絞

って見ると「セクシュアル・ハラスメント（性的いやがらせ）、マタニティ・ハラスメント」

「男は仕事、女は家庭」という考え方」「ストーカー行為、痴漢行為、その他の性被害」の割

合が４割を超えています（図表 13）。 

全体に、男性より女性のほうが女性の人権が尊重されていないと感じる割合が高く、逆に

「特にない」と感じる男性は女性より多くなっており、女性の人権に対する男性の認識が低

いことがうかがえます。 

図表 13 女性の人権が尊重されていないと感じること 

 

 資料：市民意識調査（令和２年） 

 

 

 

 現状と課題 

55.1%

49.4%

48.9%

46.3%

29.5%

28.2%

22.6%

16.7%

13.0%

6.1%

0.8%

55.4%

44.6%

47.6%

39.8%

25.8%

22.7%

14.9%

13.2%

10.0%

10.2%

0.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

職場における待遇（採用・昇格・昇進・賃金な…

セクシュアル・ハラスメント（性的いやがら…

「男は仕事、女は家庭」という考え方

ストーカー行為、痴漢行為、その他の性被害

配偶者や交際相手からの暴力（DV：ドメスティッ…

売春、買春、援助交際

内容に関係なく、女性の水着やヌード写真を用い…

女性の容姿を競うコンテスト

理工系分野の学習の機会と進路選択における男女…

11 特にない

10 その他(女性の年齢やみだしなみの事でとやか…

女性

<n=708>

男性

<n=462>

職場における待遇（採用・昇格・昇進・賃金など）の男女格差

セクシュアル・ハラスメント（性的いやがらせ）、マタニティ

「男は仕事、女は家庭」という考え方

ストーカー行為、痴漢行為、その他の性被害

配偶者や交際相手からの暴力（DV：ドメスティック・バイオレ

売春、買春、援助交際

内容に関係なく、女性の水着やヌード写真を用いた広告物の

女性の容姿を競うコンテスト

理工系分野の学習の機会と進路選択における男女の差

特にない

その他

・ハラスメント

掲出など

ンス）
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■群馬県内のストーカーや配偶者からの暴力（DV）の事案認知件数は若干減少しているもの

の（図表 14）、ストーカーや配偶者からの暴力（DV）被害は引続き深刻な問題となってお

り、こうした状況に的確に対応する必要があります。女性等に対するあらゆる暴力を根絶す

るため、暴力を生まないための予防教育を始めとした暴力を容認しない社会環境の整備等、

暴力の根絶のための基盤づくりの強化を図ることが必要です。 

 

図表 14 群馬県内のストーカー・配偶者からの暴力（ＤＶ）相談件数＜参考＞ 

資料：群馬県警察 群馬県の治安情勢（令和 3 年版） 

 
 

 

 

◇女性等に対するあらゆる暴力をなくすための意識づくりや情報提供に取り組みます。 

 具体的な施策 内 容 指 標 
実績値 

R2 年度 

目標値 

R8 年度 
担 当 

21 
女性に対する暴力

防止の働きかけ 

「女性に対する暴力をなく

す運動」期間中に集中的に広報

紙や HP を通じて周知し、暴力

防止に向けた意識づくりに取

り組みます。 

女性に対す

る暴力防止

の働きかけ

の回数 

4 回 5 回以上 
男女共同
参画セン

ター 

22

2 

性犯罪・性暴力・ス

トーカー事案等へ

の対策推進 

性犯罪・性暴力・ストーカー

事案等への対策として相談窓

口等の周知啓発に努めます。ま

た、犯罪被害から身を護るため

の実践的な学習機会を提供し

ます。 

護身術講座

開催回数 
2 回 ３回 

男女共同
参画セン

ター 

 

 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

ストーカー 356 326 283 213 278 

配偶者からの暴力（DV） 914 881 789 860 882 

 取組方針と具体的な施策 

（件） 
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重点テーマ ４ 人権を尊重し、多様性を認め合う環境づくり 

施策の方向性(８)人権と多様性の尊重 

 

 

■市民意識調査では、「同性同士の結婚も社会的に認められるべきである」という項目につい

て、「そう思う」「どちらかといえばそう思う」を合わせた割合は全体で 48.3％であり、半

数近くの人が認められるべきと考えています。女性のほうが割合が高く（女性 55.3％、男

性 37.8％）、年代別に見ると 10～30 歳代では７割以上が「そう思う」「どちらかといえば

そう思う」と答えているのに対し、70 歳以上では 25.5％にとどまっています。 

■近年、ＬＧＢＴＱなどの性的少数者についての社会的認知が進み、性の多様性を認め合い、

誰もが生きやすい社会の実現が求められています。本市としても、人権や性の多様性を尊重

し、認め合う環境づくりに向けた取組を行っていきます。 

 

図表 15 「同性同士の結婚も社会的に認められるべきである」について 

 

 現状と課題 

25.9%

31.4%

17.5%

54.2%

70.0%

53.6%

33.8%

25.7%

15.8%

10.0%

22.4%

23.9%

20.3%

25.0%

12.5%

21.8%

33.3%

27.5%

17.6%

15.5%

28.5%

29.5%

27.5%

16.7%

15.0%

19.1%

23.7%

27.9%

41.2%

27.7%

8.0%

6.2%

10.8%

4.2%

2.5%

0.9%

3.5%

5.9%

12.9%

12.5%

13.0%

6.9%

21.9%

3.6%

5.7%

13.1%

10.7%

27.7%

2.1%

2.1%

1.9%

0.9%

0.0%

0.0%

1.8%

6.6%

そう思う どちらかと

いえばそう

思う

どちらとも

いえない

どちらかと

いえばそう

思わない

そう思わない 無回答

全体 <n=1181>

男性 <n=462>

女性 <n=708>

18・19歳

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

年

齢

別

性

別

<n=23>

<n=40>

<n=110>

<n=228>

<n=223>

<n=272>

<n=271>
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◇すべての人の人権が尊重されるよう人権教育の普及推進に努めます。 

 具体的施策 内 容 指 標 
実績値 

R2 年度 

目標値 

R8 年度 
担 当 

23 

人権尊重における

男女共同参画の取

組 

市の各所管部署において実

施する人権教育等において、男

女共同参画に関する情報提供

を図るとともに、効果的な取組

に向けた働きかけを行います。 

情報提供回

数 
1 回 2 回 

男女共同
参画セン
ター 

24 性の多様性の尊重 

多様な性についての人権を

尊重し、講習会の開催等により

情報提供を行い、多様性を認め

合うための働きかけを行いま

す。 

性の多様性

に関する講

習会等の内

容の理解度

（実施時の

アンケート

結果） 

― 80％以上 生活課 
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施策の方向性(９) 多文化共生の促進 

 

 

■国際化の進展により、本市も外国人が増加してきており、令和元年には７,000 人を超え（図

表 16）、国籍も様々です。こうした人々と互いの文化の違いを理解し、認め合い、共に生き

る多文化共生社会を形成していく必要があります。そのために市民の国際意識を高め、各国

の人々との交流を通して、市民一人ひとりが異なる文化や価値観への理解を深めるとともに、

国際的取組などの情報収集及び提供に努める必要があります。 

■在住外国人が言語や風俗、習慣等の違いから、日常生活で困ることのないよう安心して生活

できる環境づくりが求められています。 

図表 16 前橋市の外国人の推移 

※各年 12 月末時点の人数 

資料：市民課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現状と課題 
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2,534 
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◇異文化を理解し、共に生きる多文化共生社会の形成を促進し、国際的な人権意識の向上に努

めます。 

◇外国人市民が、言葉や生活習慣の壁により生活に支障をきたさないよう支援します。 

 具体的施策 内 容 指 標 
実績値 

R2 年度 

目標値 

R8 年度 
担 当 

25 
国際的な視野の 

醸成 

男女共同参画に関する国際

的取組などの情報提供を行う

とともに、市民が国際的視野を

持つことを支援します。 

国際理解講

座及び各国

料理教室の

開催回数 

７回 10 回 文化国際課 

国際理解及

び国際交流

事業実施回

数 

1 回 

（117 人） 
5 回 生涯学習課 

26 
在住外国人支援事

業等の実施 

外国語による相談、日本語教

室の開講、生活情報の提供等を

行い、外国籍市民の生活を支援

します。 

①外国人相

談窓口の開

設回数 

②日本語教

室の参加者

数 

③生活情報

の提供言語

数 

①週 2 回 

②128 人 

③6 か国語 

①週 2 回 

②250 人 

③6 か国語 

文化国際課 
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重点テーマ ５ 生涯にわたる健康づくりへの支援 

施策の方向性(10) ライフステージに応じた健康づくりの推進 

 

 

■女性も男性も互いの性を十分に理解し合い、尊重し合って生きていくことは、男女共同参画

社会を形成していく上で大切なことです。特に、女性の身体には妊娠や出産のための仕組み

が備わっていることから、生涯を通じて男性とは異なる健康上の問題に直面します。 

  一方、市民意識調査の結果では、「性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘル

ス／ライツ）」の認知度は 10％にも届かず、低い水準となっています。 

■全国的にみても子宮頸がんや乳がんの検診受診率は低く、本市においても他のがん検診に比

べ、これらの受診率は低率です（図表 17）。 

■母子保健サービスの向上や医療の進歩により、わが国の周産期死亡率等は減少を続けていま

す。一方で、低体重児出産が問題となっています。低体重児の要因として、多胎妊娠、妊娠

前の母親のやせ、低栄養、妊娠中の体重増加抑制、喫煙等の因子が報告されております。 

これらのことを踏まえて、女性の心と体の健康づくりを年代に応じて総合的に支援していく

ことが求められます。 

図表 17 がん検診の受診率の推移 

                                    

※対象者は市内に居住する 40 歳以上の人。ただし子宮頸がん検診にあっては 20歳以上の女性、乳がん（甲状腺）検診にあっては 

40 歳以上の女性、前立腺がん検診にあっては 50歳以上の男性 

資料：前橋の市政概要（令和元～３年度） 

 

 

 

「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」 

「性と生殖に関する健康と権利」と訳され、1994 年にカイロで開催された国際人口開発会議において提唱された概

念。性と生殖に関する健康・生命の安全を、女性のライフサイクルを通して権利としてとらえる概念で、今日、女性の

人権の重要な一つとして認識されている。 

「リプロダクティブ・ヘルス」 

性や子どもを産むことに関わる全てにおいて、身体的にも精神的にも社会的にも本人の意思が尊重され、自分らしく

生きられること。 

「リプロダクティブ・ライツ」 

自分の身体に関することを自分自身で選択し、決められる権利のこと。「私のからだは私のもの」「産む・産まないは

女性の自己決定」という言葉は、当事者である女性自らが自己決定することを表している。 

 

  平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

子宮頸がん 15.2％ 15.5％ 12.4％ 

乳がん 16.6％ 17.1％ 13.3％ 

胃がん 17.2％ 17.0％ 13.2％ 

大腸がん 20.4％ 20.4％ 16.8％ 

肺がん 23.4％ 23.6％ 19.3％ 

前立腺がん 22.9％ 22.8％ 18.9％ 

 現状と課題 
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◇ライフステージにより異なる女性特有の健康問題への理解を深めるとともに、思春期保健の

充実を図ります。 

◇母性機能の重要性を伝えながら、安全・安心な妊娠・出産準備を支援します。 

 具体的な施策 内 容 指 標 
実績値 

R2 年度 

目標値 

R8 年度 
担 当 

27 

思春期を中心とし

た心の教育・性教

育の推進 

特別活動、保健教育を中心に

教育活動全般において心の教

育・性教育を推進します。 

性に対する

研修会等の

開催 

0 回 1 回 
教 育 委
員 会 総
務課 

28 
妊産婦への健康支

援の実施 

おなかの赤ちゃんをみんな

で守る事業や妊婦健康診査及

び妊婦歯科健康診査助成事業

を推進するとともに、不妊・不

育治療費助成事業を行います。  

また、産後の支援事業の充実

も図ります。 

届出時健康

相談実施状

況 

100％ 100％ 
子 育 て
支援課 

29 

リプロダクティ

ブ･ヘルス／ライ

ツの取組 

生涯を通じた女性の健康支

援のため、子宮頸がん・乳がん

検診を行います。 

検診受診率

の向上 

①子宮頸がん 

②乳がん 

①24.0％ 

②28.5％ 

①30％ 

②30％ 
健康増進課 

エイズ･性感染症に関する啓

発活動・HIV 検査を実施しま

す。 

HIV検査の

実施数 
0％ 

予約可能数 

の 80％ 
保健予防課 

性と生殖の健康・権利の考え

方について理解を深めるため、

情報提供を行います。 

「リプロダ

クティブ・

ヘルス/ラ

イツ」の理

解促進の働

きかけの回

数 

1 回 3 回 
男女共同
参画セン

ター 

※No.29「リプロダクティブ・ヘルス/ライツの取組」の指標「検診受診率の向上」に使用している数値は、「地域保健報

告」（厚生労働省）に報告している数値です。受診率の算定対象年齢を 74 歳までとして計算しています。 

受診率＝(「前年度の受診者数」＋「当該年度の受診者数」－「前年度及び当該年度における 2 年連続受診者数」)÷

「当該年度の対象者数」×１００ 
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重点テーマ ６ 防災分野における男女共同参画の推進 

施策の方向性(11) 防災・災害対応における男女共同参画の推進 

 

 

■防災の分野では、東日本大震災や九州北部豪雨のような大規模な地震・風水害等の経験から、

避難所運営等の課題が明らかとなり、防災・復興に関する意思決定への女性参画の必要性が

指摘されています。男女それぞれが災害から受ける影響の違いなどに十分に配慮し、男女共

同参画の視点からの災害対応が行われることが、防災・減災や災害に強い社会の実現にとっ

て不可欠です。 

「災害対応力を強化する女性の視点～男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン～」

（令和 2 年５月内閣府）等に基づき、防災・危機管理担当部局と男女共同参画センターが連

携し、平常時から備えていくことが大切です。現在、市においても、指定避難所に女性用更

衣室や授乳スペースなど女性専用スペースの設置と生理用品などの女性専用品の備蓄が進

められていますが、今後さらに地域の自主防災組織などへの女性参画を強力に推進していく

必要があります。 
 
 

図表 18 防災会議に占める女性の割合（令和 2 年 4 月 1 日現在） 

〈都道府県防災会議〉 

  委員総数（人） 女性割合（％） 
 

うち女性（人） 

全国 2,932 471 16.1 

群馬県 48 6 12.5 

 

〈市町村防災会議〉 

  委員総数（人） 女性割合（％） 
 

うち女性（人） 

前橋市 33 5 15.2 

資料：「災害対応力を強化する女性の視点」実践的学習プログラム手引書（内閣府） 
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◇男女共同参画の視点に立って防災体制を整備します。 

◇平常時から、男女共同参画の視点を取り入れた防災に関する情報提供・啓発を行います。 

 具体的施策 内 容 指 標 
実績値 

R2 年度 

目標値 

R8 年度 
担 当 

30 

男女共同参画の視

点に立った防災体

制の整備 

全自治会へ送付する防災訓

練意向調査、防災週間等の広報

まえばし、自主防災リーダー研

修会時に避難所等における女

性配慮や男女共同参画の視点

に立った取り組みや自主防災

活動への女性参加を促す情報

を掲載し、自主防災活動への女

性の参画を促します。 

自主防災活

動への女性

の参画を促

す情報の提

供 

１回 ３回 
防 災 危
機 管 理
課 

各種イベントにて PR ブー

スを出展し、入団促進を図り

ます。 

全国女性消防団員活性化大

会への参加を促し、研修及び

意見交換を行います。 

市内大学と連携し、学生女

性消防団員の入団促進を図り

ます。 

本市消防団の公式ＳＮＳを

活用し、在籍している女性消

防団員を取り上げてＰＲ活動

を行い、女性の入団促進を図

っていきます。 

女性消防団

員数 
19 人 25 人 

消 防 局
（ 総 務
課） 

31 

男女共同参画の視

点による防災・災

害対応の情報提供 

男女共同参画の視点に立っ

た防災・災害対応について情報

提供を行います。 

男女共同参

画の視点に

立った防災・

災害対応に

関する情報

提供 

２回 ３回 
男女共同
参画セン
ター 
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基本方針Ⅲ 男女共同参画社会の実現に向けた環境づくり 

 

重点テーマ ７ 固定的な性別役割分担意識の解消 

施策の方向性(12) 固定的な性別役割分担意識の解消に向けた働きかけ 

 

 

■市民意識調査の結果から、「男は仕事、女は家庭」という固定的な性別役割分担を肯定する意

識が依然として根強く残っており、特に男性で根強いことがうかがえます。男性に対する働

きかけを工夫し、「男女共同参画は、個人に特定の生き方を押しつけるものではなく、女性の

みならず男性についても生き方の幅を拡げるものである」ということを理解できるようにす

ることが大切です。 

■社会全体で男性が優遇されていると感じている市民は 69.9％にのぼりますが、社会で男性

が優遇されている原因として、「男女の役割分担についての社会通念・慣習・しきたりが根強

い」が女性 80.5％、男性 84.5％と男女ともに第１位にあがりました（図表 19）。社会通

念・慣習・しきたりなどで「男性優遇」とする市民は、前回調査より増え、男女とも 70％

を超えています。家庭生活や職場と比べても男性優遇感が強い分野といえます。 

 

図表 19 社会で男性が優遇されている原因 

資料：市民意識調査（令和２年） 
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なお、社会で男性が優遇されている原因について、男性の第２位は「仕事優先、企業優先の

考え方が根強い」（女性 60.2％，男性 65.3％）となっていることから、市民や事業者に対し、

固定的な性別役割分業や企業中心の考え方を見直す機会を提供するなど、働きかけを行う必要

があります。 

 

 

 

◇男女共同参画に関する正しい理解と認識を深めるため、効果的な情報提供に取り組みます。 

◇性別に基づく固定観念にとらわれない表現を、市が率先して普及に努めます。 

 具体的施策 内 容 指 標 
実績値 

R2 年度 

目標値 

R8 年度 
担 当 

32 

情報誌・リーフレ

ット等による情報

提供 

今日的テーマを捉えながら、

男女共同参画に関する情報提

供を行います。 

➀情報誌

「新樹」の   

発行部数

➁「新樹」

を活用した

情報提供回

数 

➀149,500 部 

➁1 回 

➀3,000 部 

➁５回 

男女共同
参画セン
ター 

33 
男女共同参画週間

行事の実施 

公共施設でのパネル展示や

広報紙・ホームページ等に記事

を掲載し、集中的に情報提供を

行います。また、アンケートを

実施し、市民の男女共同参画に

関する意識を把握します。 

「男女共同

参画社会」

という用語

に対する市

民の認知度 

48.9％ 

（R2 市民意

識調査結果） 

70％ 
男女共同
参画セン
ター 

34 
市の刊行物におけ

る表現の配慮 

市から情報発信する広報紙

や刊行物等での言葉やイラス

ト・写真などの表現について、

男女共同参画の視点に配慮し

ます。 

各課広報連

絡員周知回

数 

1 回 1 回 秘書広報課 

男女共同参

画に関する

表現の周知

回数 

2 回 3 回 
男女共同
参画セン
ター 

35 

男女共同参画に関

するセミナー等の

実施 

男女共同参画に対する市民

の関心と理解を高めるため、セ

ミナー等の開催により、学習機

会の場を提供します。 

セミナーの

満足度（受

講後アンケ

ートを実施

し、「大変よ

かった」「よ

かった」の

合計） 

セミナー 

受講者数 

84 人 

90％ 
男女共同
参画セン
ター 

36 

ジェンダー平等の

推進に関する啓発

及び情報発信 

ジェンダーに関する出前講

座等により、市民に学習機会

を提供します。 

また、男女共同参画に関す

る意識やニーズを把握するた

め、市民意識調査を行いま

す。 

受講者ア

ンケート

満足度 

ジェンダー

に関する 

出前講座開

催回数 

1 回 

100％ 
男女共同参
画センター 

※No.32「情報誌・リーフレット等による情報提供」の指標となっている情報誌「新樹」は、令和３年度か
ら市広報への折込み廃止により発行部数が減少しましたが、広報への記事掲載等のため、情報提供回数は増
となっています。 
  

 取組方針と具体的施策 
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重点テーマ ８ 安心して子育て・介護ができる暮らしの支援 

施策の方向性(13) 子育て家庭への支援 

 

 

■働く上での支障について、「家事や育児の負担が大きい」48.2％（女性 54.8％、男性 38.3％）

の項目が男女とも最も高くなっています。女性については、「介護の負担が大きい」が 28.2％

と続き、家事・育児・介護の負担が女性に偏っている様子がうかがえます。（図表 20） 
 

図表 20 男女が働く上で支障となること 

資料：市民意識調査（令和２年） 

 

■平日における家事・育児・介護の時間をみると、男性は「１時間 20分」、女性は「４時間 02分」

で、夫婦の就業形態別でみても、男性は「共働き」「準共働き」「非共働き」で差がありません（図

表 21）。家事・育児・介護に費やす時間は女性が男性の約 4 倍にのぼり、特に末子が就学前の

場合はその差が顕著です。家庭生活での男女の仕事の分担は進んでいない状況です。男性の労働

時間、とりわけ子育て世代の男性の労働時間が多いことが家庭生活の時間に影響を与えていると

考えられ、ワーク・ライフ・バランス推進の観点からも、男性の長時間労働の改善が必要です。 

 現状と課題 
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図表 21 共働き状況別家事・育児・介護の平均時間（１日） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

■子どもを安心して生み育てる環境整備に必要なことは、「保育施設・保育制度（延長保育や病

後児保育など）の充実」が最も多く、次いで「男女共に家庭と仕事との両立を図れる制度の

充実（育児休業、時差勤務など）」、「職場の理解と協力」が続いています。なお、女性では「放

課後児童クラブ（学童保育）などの子育て支援の充実」「父親の子育て参加」が続いています

（図表 22）。男女が共に子育てと仕事を両立できるよう、保育サービス等子育て環境の充実

を図ることと、男性の育児参加を後押しする取組が求められています。 

 

図表 22 子どもを安心して生み育てる環境に必要なこと 

  資料：市民意識調査（令和２年度） 

 

 

 共働き 準共働き 非共働き 

全体 2時間 42分 3時間 09分 3時間 13分 3時間 55分 

女性 4時間 02分 4時間 08分 4時間 30分 5時間 39分 

男性 1時間 20分 1時間 22分 1時間 03分 1時間 13分 

78.5%

64.8%

64.7%

64.8%

59.7%

57.5%

55.2%

49.3%

43.8%

40.3%

32.5%

30.5%

17.2%

2.1%

1.1%

73.8%

61.5%

57.4%

56.5%

42.4%

63.4%

41.8%

50.2%

44.8%

37.0%

29.7%

24.2%

25.8%

3.7%

1.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

女性

<n=708>

男性

<n=462>

保育施設・保育制度（延長保育や病後児保育など）の

男女共に家庭と仕事の両立を図れる制度の充実（育児

職場の理解と協力

放課後児童クラブ（学童保育）などの子育て支援の充実

公的な経済援助の充実（児童手当、乳幼児の医療費補助

父親の子育て参加

育児に対する家族の理解と協力

ひとり親家庭の支援

地域子育て支援センターなど、仲間づくりができる場所

児童館などの子どもの遊び場の確保

出産や子育てに関する不安・悩みに応える講座や相談の

ファミリーサポートセンター事業の充実

近所の人たちからの支援

わからない

その他

充実

の充実

など）

休業、時差勤務など）

充実
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■新型コロナウイルス感染症の拡大により雇用環境が悪化しており、非正規雇用従事者の多い女性

がその影響を受け、母子家庭が貧困に陥りやすい状況にあります。 

女性が置かれている状況やその背景にある課題への理解を広めながら、男女共同参画の視点に立

って支援の充実を図るとともに、相談窓口の周知や情報提供などを通じて、ひとり親家庭などが

安心して生活できる環境づくりが求められています。  

 

 

 

 

◇安心して子どもを育てられる環境を整えるため、子ども・子育て支援事業の充実を図ります。 

◇男性の子育て参加意識を促し、男女で子育てを担うことができる環境を整備します。 

 具体的な施策 内 容 指 標 
実績値 

R2 年度 

目標値 

R8 年度 
担 当 

37 
保育関係者への研

修の充実 

人権研修会や人権教育研修

講座を開催し、保育士等の意識

の高揚を図ります。 

研修の回数 3 回 6 回 
子育て 

施設課 

38 
多様な保育サービ

スの提供 

保護者の多様なニーズに対

応するため、延長保育事業、一

時保育事業、体調不良児保育、

休日保育事業、病児・病後児保

育事業の充実を図ります。 

実施箇所 138 144 
子育て 

施設課 

39 

ファミリー･サポ

ート･センター事

業の推進 

育児の援助を行いたい人と

受けたい人たちが会員となっ

て、地域において会員同士が育

児に関する相互援助活動を行

うことを支援します。 

①ファミリ

ー・サポー

ト・センター

登録会員数 

②ファミリ

ー・サポー

ト・センター

年間利用者数 

①1,756 人 

②5,782 人 

①1,511 人 

②5,384 人 

子育て 

施設課 

40 
放課後児童クラブ

の拡充 

大規模児童クラブの分割と

既存公設クラブを拡充します。 

放課後児童

クラブ設置

数 

78 クラブ 87 クラブ 
子育て 

施設課 

41 
ハローベビークラ

スの開催 

妊娠中に出産や子育てにつ

いての知識や育児手技を習得

し、家族でスムーズに育児がで

きるようハローベビークラス

を開催します。 

ハローベビ

ークラス家

族等参加率 

32.4％ 40％ 
子育て 

支援課 

 取組方針と具体的施策 
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 具体的な施策 内 容 指 標 
実績値 

R2 年度 

目標値 

R8 年度 
担 当 

42 

子育て支援の充実

及び男性の利用の

促進 

地域子育て支援拠点事業、乳

幼児の育児支援事業、幼児教育

センター事業の充実を図りま

す。 

また、父親等男性の利用を促

進します。 

①地域子育

て支援セン

ター利用者

数 

②元気保育

園利用者数 

③認定こど

も園の子育

て支援事業 

(利用者数) 

①43,904 人 

②1,982 人 

③14,978 人 

①85,463 人 

②5,392 人 

③39,069 人 

子育て 

施設課 

離乳食講習

会・ステッ

プアップも

ぐもぐ教室

の家族等参

加率 

新型コロナウ

イルス蔓延防

止のため参加

人数の制限に

より、家族の

参加はなし。 

令和元年度参

考値約１０％ 

20% 
子育て 

支援課 

43 

子育て相談体制の

充実及び男性の利

用の促進 

各施設の子育て相談、就学・発

達相談体制の充実を図ります。 

また、父親等男性の利用を促

進します。 

家庭児童相

談・こども

発達支援相

談件数 

①3,475 件

②1,358 件 

①2,500 件

（家庭） 

②1,450 件

（こども発

達支援セン

ター） 

子育て 

支援課 

相談対応に

おける合意

形成の割合 

100% 100% 

総合教育
プラザ（幼
児教育セ
ンター） 

教育相談同

意できた割

合 

100% 100% 

総合教育
プラザ（特
別支援教
育室） 

44 
子育て・親子支援

講座参加への促進 

子育てに関する学びや地域活

動への参加を促すため、男性の

育児参加の促進も含め、性別に 

関わりなく、誰もが参加しやす

い「子育て・親子支援」をテー

マとした講座を開催します。 

子育て・親

子支援講座

開催回数及

び延べ参加

人数 

144 回 
200 回

2,500 人 
生涯学習課 

※№42「子育て支援の充実及び男性の利用の促進」の指標②にある「元気保育園」とは、妊婦や子育て中の
親子（３歳までの子どもを育てていて保育所等に預けていない人が対象）が、希望する保育所（園）に登録
し、子育て支援サービスを受ける事業のことです。 
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施策の方向性(14)介護者への支援 

 

 

■市民意識調査で、介護についてどのように思うか聞いたところ、「男女共に担うべきである」

が６割近く、「そもそも男女でわけて考える必要がない」が３割を超えました（図表 23）。 

社会全体で介護を担うことや、性別にかかわりなく担うことを支援するための多様なサービ

スの充実を図ります。 

 

図表 23 介護に対する意識 

                         資料：市民意識調査（令和 2 年度） 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 現状と課題 

56.7%

57.9%

55.2%

50.0%

50.0%

58.6%

58.8%

58.7%

57.7%

53.5%

2.5%

0.7%

5.4%

0.9%

2.2%

2.7%

3.3%

3.3%

0.3%

0.3%

0.2%

0.4%

0.4%

0.4%

35.9%

38.6%

32.5%

50.0%

50.0%

39.5%

35.5%

35.4%

34.2%

34.7%

0.7%

0.6%

0.9%

0.4%

0.4%

1.5%

0.7%

2.5%

1.1%

4.3%

0.9%

2.6%

1.8%

1.8%

4.4%

1.4%

0.8%

1.5%

0.4%

1.5%

3.0%

男女共に

担うべき

である

女性が介護

するほうが

良いと思う

男性が介護

するほうが

良いと思う

そもそも

男女で分けて

考える

必要はない

その他 わからない 無回答

全体

<n=1181>

男性

<n=462>

女性

<n=708>

２０～２９歳

<n=40>

３０～３９歳

<n=110>

４０～４９歳

<n=228>

５０～５９歳

<n=223>

６０～６９歳

<n=272>

７０歳以上

<n=271>

１０歳代（１８歳～）

<n=23>

年
齢
別

性
別
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◇家族介護者の負担が軽減されるよう、相談体制の充実や住民の支え合いを推進するとともに、

要介護者や障害者の状態に応じた多様なサービスを整備していきます。 

 具体的施策 内 容 指 標 
実績値 

R2 年度 

目標値 

R8 年度 
担 当 

45 
介護サービスの 

充実 

介護保険のサービス基盤整

備、介護予防・生活支援の拠点

整備を行います。   

介護基盤の

整備量 
3,411 人 3,617 人 

長寿包括

ケア課 

46 
介護についての 

相談体制の充実 

総合相談・権利擁護・虐待防

止等の地域のネットワークづ

くりを行います。 

地域ケア会

議の開催数 
90 回 150 回 

長寿包括

ケア課 

47 
地域支援事業の 

充実 

サロンや自主グループづく

り支援や地域住民のボランテ

ィア育成を行います。 

➀介護予防

サポーター

登録者数 

➁認知症サ

ポーター登

録者数 

③介護予防

活動ポイン

ト登録実人

数 

➀・➁計 

26,744 人 

①介護予防サ

ポーター登録

者数（累計）  

1，530 人 

②認知症サポ

ーター登録者

数（累計） 

31,700 人 

③介護予防活

動ポイント登

録実人数 

1,650 人 

長寿包括
ケア課 

48 

障害のある人の 

介護者への生活 

支援 

日中一時支援事業を行い、心

身障害児（者）の福祉及び介護

者の負担軽減を図ります。 

日中一時支

援事業（日

帰りショー

トステイを

含む）の延

利用人数 

11,334 人 12,000 人 障害福祉課 

※№45「介護サービスの充実」の指標「介護基盤の整備量」は、特別養護老人ホーム等の入所定員総数です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 取組方針と具体的施策 
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重点テーマ ９ あらゆる場を通じた教育・学習の充実 

施策の方向性(15) 学校教育における男女平等教育・学習の推進 

 

 

■学校教育で重要なこととしては、「学校生活の中で、性別にかかわりなく一人一人の個性や特性

を生かせるように配慮する」が最も多くなっています。 

学校は、未来の担い手である子どもたちを健全育成する使命を担っています。学校から家庭・地

域に働きかける機会も多いことから、男女共同参画推進において果たすべき役割は重大です。学

校が子どもや保護者に誤ったメッセージを与えないよう、教職員が確かな認識を持つことが必要

です。 

図表 24 学校教育で重要なこと 

資料：市民意識調査（令和２年） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 現状と課題 

69.0%

54.1%

53.8%

32.5%

30.1%

54.9%

23.5%

2.3%

5.4%

71.5%

54.9%

54.4%

32.2%

29.7%

56.9%

22.6%

2.0%

4.7%

65.4%

53.0%

53.2%

32.7%

31.4%

51.9%

24.7%

2.8%

6.3%

全体

<n=1181>

女性

<n=708>

男性

<n=462>

学校生活の中で、性別にかかわりなく一人一人の個性や

特性等を生かせるように配慮する

生徒指導や進路指導等の場面で、性別にかかわりなく

個々の個性や特性等に十分に配慮する

授業等で、男女が認め合い、尊重し合う大切さを理解す

るための学習を行う

教職員に対して、男女共同参画を推進する教育に関する

研修を充実する

校長・教頭などに女性を積極的に登用する

人権尊重の心を培う教育を充実する

保護者会などからの情報提供を通じて、家庭や地域と連携し、男

女共同参画を推進する教育について充実を図る

その他

わからない
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◇一人一人の子どもが性別にかかわりなく、個性と能力を発揮できるよう、男女平等の視点に

立った教育を行います。 

 具体的施策 内 容 指 標 
実績値 

R2 年度 

目標値 

R8 年度 
担 当 

49 

学校教育における

男女平等教育の推

進 

各学校において、性別にかか

わらず個性と能力を発揮し、互

いに尊重し合う学習が充実す

るよう、人権教育に関する研修

講座を実施し、教職員の意識の

高揚を図ります。 

研修の実施

回数 

5 回 

（出前講座

を含む） 

２回以上 
総合教育
プラザ 

50 

男女平等の視点に

立った情報教育の

推進 

高度情報社会を主体的に生

きる子どもの育成を目指して、

メディアを賢く安全に使う知

識・知恵、そしてルールを守っ

て使える心を育みます。また、 

子どもを取り巻く様々な立場

の大人に高度情報社会の課題

と対策を理解させるとともに、

それぞれの役割と責任に気付

かせ意識の向上を図ります。 

ケータイ教

室での講習

内容を自ら

の課題とし

て捉えてい

る受講者の

割合（4 段階

評価の上位

1 位の割合） 

83.5％ 85% 青少年課 
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施策の方向性(16) 地域・家庭における男女共同参画の推進 

 

 

■市民意識調査の結果から、【社会全体】で男性が優遇されている原因は「男女の役割分担につ

いての社会通念・慣習・しきたりが根強い」が最も多い回答でした。地域や家庭などあらゆ

る場面での制度や慣行を見直す必要があります。 

■市民意識調査で、自治会などでの状況を質問したところ、「会議や行事などで女性は飲食の

世話や後片付け、掃除等、裏方の仕事を任されることが多い」が最も多い回答となりました。       

一方で、「特に男女差はない」との回答が続いていますが、男女別にみてみると、男性は

24.7％、女性は 18.6％と、感じ方に「男女差」がみられます（図表 25）。この「男女差」

は、男性も女性も前回調査からあまり変化がないことから、地域活動の場における性別に関

する偏りの問題は解消されていない状況といえます。 

現在、地域活動を実際に運営している市民の「女性は裏方」「役員は男性」という意識を改

め、男性が裏方の仕事に入ることや女性の役員が出やすい新たな方法を導入するなど、現場

を変える必要があります。 

図表 25 地域活動での状況 

 資料：市民意識調査（令和２年） 

 

 

■現在参加している活動は「スポーツ・レクリエーションなどの活動」（20.３％）、「地域活動

（女性会（婦人会）、自治会、消防団など）」（21.4％）、「子どもの健全育成活動（子ども会、

育成会、PTA など）」（13.2％）で、機会があれば参加したいものとしては、「福祉ボランテ

ィア活動」、「趣味や文化、教養などの学習活動」があがっています（図表 26）。社会参加す

 現状と課題 

33.1%

9.0%

11.3%

4.0%

8.8%

7.2%

20.9%

1.6%

32.0%

35.0%

9.6%

9.6%

4.1%

6.4%

6.2%

18.6%

1.3%

33.1%

30.7%

8.2%

14.1%

3.9%

12.8%

8.9%

24.7%

1.9%

29.9%

全体

<n=1181>

女性

<n=708>

男性

<n=462>

会議や行事などで女性は飲食の世話や後片付け、掃除等、裏

方の仕事を任されることが多い

会議や行事などで女性が意見を出しにくい、意見が取り上げ

られない

役員選挙に女性が出にくい、また選ばれにくい

地域の行事に女性が参加しづらい

地域の活動に女性が歓迎される

地域の活動には女性のほうが積極的である

特に男女差はない

その他

わからない
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る上で支障になる要因として、54.2％が「時間的な余裕がない」をあげています。女性は「ど

のような活動があるのかわからない」、男性は「一緒に活動する知り合いがいない」が続いて

います。（図表 27）。 

 

図表 26 社会参加活動について 

資料：市民意識調査（令和２年度） 

 

図表 27 社会参加活動の参加で支障となるもの 

資料：市民意識調査（令和２年度） 

20.3%

3.0%

21.4%

13.2%

2.3%

6.6%

12.9%

41.7%

19.3%

20.5%

24.9%

36.1%

47.9%

52.7%

29.6%

65.4%

50.4%

48.4%

49.1%

34.2%

22.4%

8.4%

12.4%

7.7%

13.5%

12.5%

11.3%

12.0%

参加している 機会があれば

参加したい

参加したいと

思わない

無回答

スポーツやレクリエーションなどの活動

審議会など公的委員活動

地域活動（女性会（婦人会）、自治会、消防

団など）

子どもの健全育成活動（子ども会、育成会、

PTAなど）

国際交流、環境保護、消費者運動などの活動

福祉ボランティア活動

趣味や文化、教養などの学習活動

54.2%

19.0%

32.7%

26.3%

14.9%

30.7%

8.3%

21.3%

4.9%

3.0%

7.3%

2.8%

53.5%

16.0%

31.1%

28.4%

15.3%

32.8%

7.6%

24.7%

6.1%

3.2%

7.1%

2.1%

55.6%

23.8%

35.7%

23.6%

14.5%

28.1%

9.5%

16.0%

3.2%

2.4%

7.6%

3.7%

全体

<n=1181>
女性

<n=708>
男性

<n=462>

時間的な余裕がない

参加の呼びかけがない

一緒に活動する知り合いがいない

組織活動が苦手

活動に費用がかかる

どのような活動があるのかわからない

社会活動に関心がない

健康や体力、知識・技能に自信がない

家族の理解や協力がない

その他

支障となるものはない

わからない
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◇男女共同参画に関する正しい理解と認識を深めるための学習機会を提供します。 

◇男女市民の主体的な社会参加活動を支援していきます。 

 具体的施策 内 容 指 標 
実績値 

R2 年度 

目標値 

R8 年度 
担 当 

51 

男女共同参画の視

点に立った公民館

における学習の推

進 

人権や男女共同参画をテー

マにした公民館での学習機会

を提供します。 

男女共同参

画に関する 

①公民館報

記事掲載件

数 

②事業実施

回数・延べ

参加人数 

➀掲載率 

25.0％ 

➁3 回 

37 人 

➀50 件 

➁5 回 

 50 人 

生涯学習課 

52 
地域における男女

共同参画の推進 

男女が等しく自治会活動を

はじめ地域における活動に参

画するよう、継続的に周知して

いきます。 

自治会役員

における女

性の割合 

19% 25% 生活課 

53 

ＰＴＡ・子ども会

育成会活動への男

女共同参画 

男女共同参画についての基

本的な考え方や知識などをＰ

ＴＡ、子ども会育成会などに周

知し、地域や家庭における男女

共同参画に対する意識を高め

ます。 

女性 PTA

会長の割合 
17% 25% 学校教育課 

女性子ども

会本部役員

の割合 

50% 50% 青少年課 

54 
市民活動の促進支

援 

市民活動支援センターにお

いて、ＮＰＯ・ボランティア・

市民活動の大きな つながりを

目指し、パートナーシップによ

る市民活動の醸成、情報発信、

市民参加の促進を図ります。 

Ｍサポ利用

者アンケー

トによる満

足度 

86.2% 90% 生活課 
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